
議 会 運 営 委 員 会 日 程                                  

 

 

                        令和６年１１月２９日（金） 

午前１０時 議会運営委員会室 

 

 

 

日程第１ 委員会で審査中の請願・陳情にかかわる代表質問について 

 

 

 

日程第２ 陳情の審査 

(1) 陳情第７８号 陳情書に関する陳情 

(2) 陳情第７９号 陳情書の提出方法に関する陳情 

(3) 陳情第８０号 陳情書の提出数に関する陳情 

(4) 陳情第８１号 陳情書の提出方法のＨＰ記載内容に関する陳情 

 

 

 

日程第３ その他 
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「陳情第７８号 陳情書に関する陳情」、「陳情第７９号 陳情書の提出方法に関 

する陳情」、「陳情第８０号 陳情書の提出数に関する陳情」及び「陳情第８１号  

陳情書の提出方法のＨＰ記載内容に関する陳情」について（資料） 

 

○陳情第７８号関係（陳情書の提出からホームページに掲載するまでの期間について） 

 

陳情書（請願書）は、本会議における請願・陳情の委員会付託後、事務局にて校正作業等を行い作成、

順次、議員への配付とともにホームページへ掲載している。 

 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

○陳情第７９号関係（陳情書における写真の使用について） 

○陳情第８０号関係（陳情書の提出数について） 

 

・ 陳情書（請願書）は会議規則で邦文を用いることとしており、写真については本文に含めない取扱いと

している。（陳情第７９号関係） 

・ 現行、提出件数についての定めはない。（陳情第８０号関係） 

 

【参考】 

 川崎市議会会議規則（抜粋） 

  （請願書の記載事項等） 

第 90 条 請願書には、邦文を用いた請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者

が署名又は記名押印しなければならない。 

 （略） 

（陳情書の処理） 

第 96 条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例

により処理するものとする。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

○陳情第８１号関係（ホームページの記載内容について） 

 

記載事項に不備があると受理することができないため、陳情書（請願書）の提出時に、記載事項の確

認を行っている。また、郵送の場合は電話連絡をして確認している。 

※ホームページの掲載内容（次ページ参照） 
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川崎市議会ホームページにおける掲載（抜粋） 

請願・陳情の提出方法 

1 請願・陳情の書き方 

1．あなたの希望を文書にし、本文は「要旨」と「理由」に分け、日本文で簡潔に書いてください。宛先は川

崎市議会議長です。なお、ファクスやメールによる送付等は、受け付けできません。 

2.文書中（下の書式例では 3 枚目の様式）に、「提出年月日」、「件名」及び「提出者の住所」を記載し、提

出者が署名又は記名押印してください。（直筆の場合は押印不要です。直筆以外の場合は押印が必要

です。） 

3.法人、その他の団体で提出する場合は、「提出年月日」、「件名」及び「法人の名称及び所在地」を記載

し、代表者が署名又は記名押印してください。 

4.署名簿を添付する場合は、代表者を除いた署名者数を代表者名の後に「ほか○○名」又は「ほか○○

団体」と記載してください。署名簿には署名又は記名押印、住所の記載をお願いします。 

なお、署名簿をコピーしたものやワープロで氏名、住所を印刷したものは、署名簿として受け付けできま

せん。また、直筆の場合は、押印のないものでも署名として受け付けしています。署名簿は非公開です。 

5.場所の確認が必要なものは、地図又は略図を添付してください。 

6.書式に決まりはありませんが、以下の請願書、陳情書を参考にしてください。 

（中略） 

3 提出（受付） 

 請願・陳情を提出される場合は、議会局議事調査部議事課（川崎市役所本庁舎 22 階）までお持ちくださ

い。 

 なお、提出は、いつでもできますが、定例会では 2 回締切日を設け、締切日までに提出されたものにつ

いては、本会議にて所管の委員会へ付託します。 

※1 郵送でも提出は可能ですが、記載事項に不備があると受理することができませんので、確認のため

連絡先にお電話させていただくことがあります。また、ファクスやメールによる送付等は、受け付けできま

せん。（郵送先 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町 1 番地 川崎市 議会局 議事調査部議事課 議事

係） 

※2 請願・陳情の審査日程は、本会議で委員会に請願・陳情の付託を経て、審査日の概ね 1 週間前に 

担当職員から提出者へ連絡しています。 

※3 提出された請願書、陳情書は公表されます。 
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